
１．　は　じ　め　に

　ドイツでは「貸借対照表法の現代化に関する法律」（Gesetz zur 

Modernisierung des Bilanzrechts）（本法は「貸借対照表法現代化法」 

（Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz — BilMoG）とも呼ばれる。以下， 

BilMoGと略記する）が２００９年５月２５日に認証された。これは５月２８日の官

報での公示を経て，５月２９日に効力を発した１）。ドイツでは１９８５年に，EC

第４号指令（いわゆる貸借対照表指令（１９７８年））および EC第７号指令

（いわゆる連結貸借対照表指令（１９８３年））を国内法に変換するために大規

模な商法改正が実施された。今回の商法改正は，それ以来最大のものと位

置づけられる。

　BilMoGの最大の目的は，会計の国際化に対応することであった。すでに

２００５年から，EUに上場している域内企業の親会社は国際財務報告基準 

（International Financial Reporting Standards，以下 IFRSと略記する）に従

い連結決算書を作成することを義務づけられている。IFRSは投資家保護を

図ることを目的とし，企業に詳細で複雑な情報開示を求めている。今日で

は，自己資本にしろ，他人資本にしろ，金融市場で有利な条件で資金調達

するためには，IFRSに規定するような詳しい会計情報を資金提供者に開示
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ドイツ貸借対照表法現代化法（BilMoG）の 
税務貸借対照表に及ぼす影響

中　　田　 　　　　清
（受付　２００９年　１１　月　２　日）

 １）　Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts （Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 
— BilMoG） vom ２５. Mai ２００９, Bundesgesetzblatt Teil I, Nr. ２７, ２００９, 
S. １１０２–１１３７.



することが必要不可欠である。しかし，中小会社にとっては，IFRSに従う

ことはコストがかかり，また内容があまりにも複雑すぎる。そこで，IFRS

と等価値であるが，簡便でコストの安価な代替物を提供するために BilMoG

が制定され，それを通して商法会計制度が改革されることとなったのであ

る。これによって，中小会社は個別決算書（および非資本市場指向的企業

の親会社であって，IFRSによって連結決算書を作成しない場合は連結決算

書２）も）をドイツ商法典に従いつつも，内容的には IFRSに近い形で作成

することができる。

　他方，BilMoGは租税中立性を目指すとしている３）。租税中立的とは，収

益税の課税標準が BilMoGの新規定によって影響を受けないことをいう。

商法の会計規定が変更されるが課税標準が影響を受けないということは，

商事貸借対照表の計上・評価方法が変わるが，税務貸借対照表のそれは原

則的に従来のままであることを意味するのであるから，論理的に考えれば，

商事貸借対照表と税務貸借対照表との間の乖離が大きくなることが予想さ

れる。

　本稿は，BilMoGが税務貸借対照表にどのような影響を及ぼすかについ

て考察しようとするものである。次節では，BilMoGによって所得税法自体

も変更されたので，基準性原則との関連でその内容をみてみたい。また，

BilMoGによって商法典が大規模に変更され，一方では税法への接近が図ら

れ，他方では税法との乖離が拡大，あるいは存続した。このことを第３節，

第４節で考察する。さらに，BilMoGは個人商人の負担軽減のために，商法
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 ２）　ドイツ商法会計制度においては，資本市場指向的企業および国内で上場申請中
の企業の連結決算書は，IFRSによって作成されなければならない。これに対し
て，非資本市場指向的企業の連結決算書の作成にあたっては，IFRSに従うか商
法典に従うか，選択が認められている。したがって，商法典は連結決算書に関す
る規定も置いており，今回その一部が改正されたのである。

 ３）　Bundesregierung, Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des 
Bilanzrechts （Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG） vom ２１. ５. ２００８, 
BT-Drucksache, １６/１００６７, ２００８, S. ４１.



上の記帳義務を免除した。このことの税務への影響を第５節で吟味する。

最後に，これらの考察を通して，１９９９/２０００/２００２年租税軽減法（Steuer- 

entlastungsgesetz １９９９/２０００/２００２）において部分価値評価減をめぐって堰

を切ったように始まった，商事貸借対照表と税務貸借対照表の結合の崩壊

が今回の改革で決定的になったこと，そして税務貸借対照表自体を作成し

ない営業者の増加が予想されること，これらのことを指摘したい。

　なお，付表として「BilMoGによる商法典の改正と，税務貸借対照表に及

ぼすその影響」に関する一覧表を掲げた。

２．　逆基準性原則の廃止と基準性原則の変質

　BilMoGにより，基準性原則を定めている所得税法第５条第１項の規定が

次のように変わった。「法律規定に基づき帳簿を付け，規則的に決算を行う

ことを義務づけられている営業者，あるいはそのような義務はないが帳簿

を付け規則的に決算を行っている営業者にあっては，税務上の選択権の行

使の範囲内で別の計上が選択されるか，選択された場合を除いて，経済年

度末に，商法上の正規の簿記の諸原則に従って表示されるべき事業財産が

計上されなければならない（第４条第１項第１文）。税務上の選択権の行

使のための前提は，税務上の利益計算において商法上の基準となる価値で

表示されない経済財が，特別に継続的につけられるべき一覧表に記録され

るということである。その一覧表には，調達または製造の日，調達原価ま

たは製造原価，行使された税務上の選択権の規定および実施された減価記

入が示されなければならない」と。

　旧所得税法は第５条第１項第２文で，「税法上の選択権は利益計算にあ

たって，商法上の年度決算書に一致して行使されなければならない」と規

定していた。新法ではこの規定が削除されていること，またその第１文に

「税務上の選択権の行使の範囲内で別の計上が選択されるか，選択された場

合を除いて」という文言が置かれたことから，逆基準性原則が廃止されて

いることが分かる。
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　逆基準性原則はもともと，１９８９年の法人税法改正において導入されたも

のである４）。税務貸借対照表の作成に際して，税法固有の計上・評価に関す

る選択権を行使するならば，それを商事貸借対照表においても考慮に入れ

なければならない。この措置は基準性原則を厳格に適用するために必要と

されたのであった。

　逆基準性原則の廃止により，例えば，特別償却の実施（所得税法第７ｇ

条）や秘密積立金の繰越し（圧縮記帳）（所得税法第６ｂ条，所得税通達５） 

R ６．６）などの税務上の選択権６）は，商事貸借対照表で同一処理を行うこと

なく行使されうる。したがって，逆基準性原則の廃止自体は商事貸借対照

表の情報機能の改善に寄与するのであって，税務貸借対照表には何ら影響

を及ぼさない。

　逆基準性原則を規定した旧所得税法第５条第１項第２文の削除により，

逆基準性原則が廃止されただけでなく，基準性原則自体が変質したと指摘

する論者もいる。逆基準性原則の廃止に伴い，第５条第１項第１文の後半

部分が変更された。これについて立法者は理由書において，「（新所得税法

第５条第１項第１文の後半は―中田注）商法上の貸借対照表計上規定と異

なる税法上の選択権の行使は，商法上の年度決算書においてもはや跡づけ

られえないことを明白にしている」７）と述べているにすぎない。これをもっ
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 ４）　逆基準性原則の所得税法への導入に関しては，われわれはすでに考察を行った
（中田清「１９６０年代後半～１９９０年における基準性原則の展開」『修道商学』第４６巻
第１号，広島修道大学商経学会，２００５年９月，８３–１１２ページ）。

 ５）　原語は Einkommensteuer-Richtlinien （EStR） である。所得税法施行規則と訳さ
れることもあるが，黒田教授に倣って所得税通達と訳した（黒田全紀『解説 西
ドイツ会計制度』同文舘，１９８７年，viページ）。

 ６）　Breithecker, Volker, BilMoG — Überblick über die Änderungen 
einzelabschlussrelevanter Vorschriften und Auflistung der Durchbrechnungen 

des Maßgeblichkeitsprinzips, in: Schmiel, Ute/Breithecker, Volker, Steuerliche 

Gewinnermittlung nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, Berlin, ２００８, 
S. １１f.

 ７）　Bundesregierung, a.a.O., S. ９９.



て，ある論者は基準性原則自体が従来より曖昧になったと言う。

　彼の言うところに耳を傾けてみよう。新所得税法の規定に従えば，一致

する商法上の選択権と税法上の選択権についても，異なった価値計上が可

能となり，基準性原則が満たされなくなる。ここで問題となるのは，例え

ば減価償却資産に係る減価記入方法（直線的減価記入または給付指向的減

価記入）や製造原価の計算方法である。従来であれば，商法上，直線的減

価記入法を選択すれば，基準性原則により税法上もその方法を採用しなけ

ればならなかった。同一の計上金額が要求された。ところが新所得税法に

よれば，商法典と税法とで異なった方法を採用することが可能となり，こ

ういったケースでは基準性原則が働かなくなる８）。その論者はこのように述

べる。立法者は逆基準性の廃止のみを考えていたと思われるが，新法には

このような解釈が生まれる余地が生じたのである９）。

　また，この論者の意見に与すれば，①従来の逆基準性原則の意味におけ

る，正規の簿記の諸原則に反する税務上の選択権（特別償却や圧縮記帳），

②逆基準性の範囲外にある税務上の選択権，すなわち税法で特別な規定の

ある選択権（部分価値評価減や年金引当金），そして③商法典（正規の簿記

の諸原則）と一致する税務上の選択権（減価記入方法や製造原価計算方法，

棚卸資産の評価簡便方法）について，商事貸借対照表とは無関係に権利行

使することができる。その結果，基準性原則自体が弱体化し，税務上の政

策余地が拡大されることとなる。
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 ８）　Dörfer, Oliver/Adrian, Gerrit, Zur Umsetzung der HGB-Modernisierung 
durch das BilMoG: Steuerbilanzrechtliche Auswirkungen, Der Betrieb, Beilage ５ 
zu Heft ２３ vom ５. ６. ２００９, S. ５８–５９. 同様な見解は次の文献にもみられる。 
Henselmann, Klaus, Umgekehrte Maßgeblichkeit und latente Steuern, in: 

Schmiel, Ute/Breithecker, Volker, a.a.O., S. ２５５–２８１.
 ９）　第５条第１項第１文の後半部分については，法律本文と，基準性原則を維持す
ると述べている立法理由（Bundesregierung, a.a.O., S. ６７）との間で矛盾がみられ
ると指摘されている（Schenke, Ralf P/Risse, Markus, Das Maßgeblichkeitsprinzip 
nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, Der Betrieb, Heft ３７. vom １１. ９. 
２００９, S. １９５７）。



　なお，新所得税法第５条第１項第２文・第３文は，税務上の選択権行使

の前提を規定している。それは，特別償却や圧縮記帳の対象となった経済

財の調達日または製造日，調達原価または製造原価，行使された税務上の

選択権の規定，および税務目的のために実施された減価記入を記載した一

覧表を作成することである。従来は税務上の選択権の対象となった経済財

については商事貸借対照表に記録が残されていたが，今後はそれに代わる

ものとしてこのような措置が求められるのである。

３．　商法典の税法への接近

⑴　選択権の削除

　BilMoGの大きな目的は商法会計の内容を IFRSに近づけ，年度決算書の

情報機能を向上させることにあった。そのために，今まで商法で認められ

ていた多くの選択権が廃止された。そして，その廃止によって商法典が税

法に適応された。

　修繕引当金のような費用性引当金には従来，貸方計上選択権が与えられ

ていたが，旧商法典第２４９条第１項第３文および第２４９条第２項の削除によ

り，貸方計上が禁止されることとなった。それは本来，利益積立金を意味

するものであり，これまで財産状態に関して決算書利用者に誤解を与える

写像を提供していた１０）。新商法典により，このことが是正されることと

なった。この変更は税務貸借対照表には全く影響を及ぼさない。というの

は，すでに１９６９年の連邦財政裁判所（BFH）の判決により，商法上の貸方

計上選択権は税法上の貸方計上禁止であるとされている１１）からである。

　また，貸借対照表計上補助（開業費および営業拡張費）も旧商法典第２６９
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１０）　Bundesregierung, a.a.O., S. ５０.
１１）　１９６９年の連邦財政裁判所の判決については，次を参照されたい。中田清「ドイ
ツにおける基準性原則の展開――１９３０年代～１９６０年代前半の税務貸借対照表の自
立化を中心として――」『修道商学』第４３巻第１号，広島修道大学商経学会，２００２
年９月，１９５ページ。



条が削除されることにより，借方計上選択権から借方計上禁止となった。

開業費および営業拡張費を借方計上した場合には，翌年度以降，毎年少な

くとも４分の１を償却しなければならなかった。（旧商法典第２８２条）。開業

費および営業拡張費は配当制限を受けていたにもかかわらず，いったん貸

借対照表に計上されれば，それだけの資産を企業が有していると，会計知

識のない年度決算書利用者は思い込む恐れがあった１２）。今回の措置により，

そのような問題点が解消された。税法にはもともと貸借対照表計上補助と

いう概念はなかったので，商法典と税法は接近したことになる。

　減価記入に関しても次の二つの条項の削除が行われた。一つは流動資産

に係る計画外減価記入について，従来，理性的な商人の判断によって必要

であれば近い将来の価値変動に基づいてそれを実施することができた（旧

商法典第２５３条第３項第３文）。新商法典ではこの選択権が廃止された。二

つめに，固定資産および流動資産について，理性的な商人の判断による減

価記入についての選択権を規定した旧法法典第２５３条第４項が削除された。

立法理由書は，前者に関しては前もって将来の損失に備えるために恣意的

に減価記入することは決算日原則に反すること１３），後者については秘密積

立金の設定は年度決算書の情報機能を損なうこと１４）を削除の根拠として挙

げている。税法はどちらのケースも認めていないので，新商法典の税法へ

の適応が図られたとみることができる１５）。
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１２）　Bundesregierung, a.a.O., S. ６５.
１３）　Bundesregierung, a.a.O., S. ５６f.
１４）　Bundesregierung, a.a.O., S. ５７.
１５）　減価記入に関しては，旧商法上の選択権の廃止ではないけれど，固定資産に係
る計画外減価記入について変更が加えられたので，ここでみておきたい。一時的
な価値減少の場合は選択権が与えられていた（ただし，資本会社においては金融
固定資産に対してのみ選択権が適用され，それ以外については禁止されていた）。
また，継続的な価値減少が予想される場合には，計画外減価記入が強制された
（旧商法典第２５３条第２項第３文，第２７９条第１項）。これに対して新商法典では，
一時的な価値減少の場合には，法形式にかかわらず，金融固定資産に対してのみ
選択権が与えられた（新商法典第２５３条第３項第４文）。継続的な価値減少の場合 →



　計画外減価記入実施後の価額回復命令については，旧商法典では選択権

が与えられていた（これを価額保持選択権という。旧商法典第２５３条第５

項）。ただし，資本会社に対しては別の条項で価額回復命令が与えられて

いた（旧商法典第２８０条第１項）。これに対して，新商法典では減価記入の

理由がなくなった場合には，企業の法形式に関係なく価額回復が強制され

る（ただし営業権を除く。新商法典第２５３条第５項）。これまで本質的根拠

がないのに資本会社と他の企業との間で取扱いが異なっていた点が是正さ

れた１６）。税務上はすでに価額回復命令が存在している（所得税法第６条第

１項第１号第４文，第２号第３文）ので，商法典は税法に接近した。ただ

し，営業権に関しては価額回復命令を与えている税法と，価額保持を求め

る商法典との間で相違がみられる。

　また，製造原価の範囲に関して，従来は変動共通原価および固定資産の

減価償却費の製造原価への算入には選択権が与えられていた（旧商法典第

２５５条第２項）が，これらは借方計上義務となった（新商法典第２５５条第２

項第２文）。税務上もこれらは製造原価に算入されなければならない（所

得税通達 R ６．３）ので，商法典の税法への適応が図られた。ただし，自己創

設の無形固定資産に係る減価記入は商法上は製造原価に含まれるのに対し，

税務上は計上禁止となっている。

　以上みてきたように，多くの選択権の廃止によって年度決算書の情報機

能が改善された。本来，IFRSに適応させるために行われた措置であるが，

同時に商事貸借対照表の税務貸借対照表への適応も図られた。
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には，今までどおり強制される（新商法典第２５３条第３項第３文）。他方，税法は
一時的な価値減少の場合には減価記入を禁止し，継続的なそれの場合には選択権
を与えている（所得税法第６条第１項第１号第２文）。したがって，商法典にお
いて一時的な価値減少時には金融固定資産以外は計画外減価記入禁止となったの
で，その点で税法に近づいたといえる。継続的な価値減少の場合には，依然とし
て商法典と税法との間に相違が残っている。

１６）　Bundesregierung, a.a.O., S. ５７.

→



⑵　有償取得の営業権の借方計上命令

　有償取得の営業権について，計上選択権に関する規定（旧商法典第２５５条

第４項）が削除され，新たに次の規定が設けられた（新商法典第２４６条第１

項第４文）。「企業の取得のために生じた反対給付が，取得時点の負債控除

後の企業の個別資産の価値を超過する差額（有償取得の営業権）は，時間

的に限定されて利用可能な資産とみなされる」というものである。これに

より，借方計上が義務づけられることとなった。立法理由書によれば，選

択権が命令に代わったことにより，年度決算書の企業間比較が容易になり，

さらに当該企業の財産・財政・損益状態について真実かつ公正な写像が提

供されることとなる１７）。

　有償取得の営業権についてはその後，計画的減価記入が，そして継続的

な価値減少が予想される場合にはさらに計画外減価記入が，それぞれ実施

されなければならない（新商法典第２５３条第３項）。計画的減価記入は，借

方計上時点で予測される個別経営的耐用期間に基づいて実施される。その

耐用期間は取得企業の種類と存続期間，取得企業に及ぼす販売・調達市場

や経済条件の変化の影響，取得企業の期待される経済的効果を実現するた

めに必要な保全費用の大きさなどを拠り所として決定される１８）。

　有償取得の営業権の税務上の取扱いに目を向けると，そこでは借方計上

義務が与えられている（所得税法第５条第２項）。この点では，商事貸借対

照表と税務貸借対照表は同じである。ところが，所得税法第７条第１項第

３文は耐用期間を１５年と定めている。商事貸借対照表上，１５年にわたって

減価記入されるのでなければ，税務貸借対照表との間で乖離が生じる。

⑶　経済的帰属の原則

　経済的帰属の原則が初めて商法典の中に置かれた。これは，実務で一般

的に行われていたことを法典化するためであった。商法典第２４６条第１項第
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１７）　Bundesregierung, a.a.O., S. ４８.
１８）　Ebenda.



２文はこう規定する。「資産は所有者の貸借対照表に記載されなければな

らない；資産が所有者にではなく，他人に経済的に帰属しているならば，

それは彼の貸借対照表に表示されなければならない」と。政府案では「資

産は，それが所有者に経済的にも帰属している場合にのみ貸借対照表に記

載されなければならない」１９）となっていた。この文言に対しては，資産が

法的にも経済的にも帰属している場合にのみ貸借対照表に計上されなけれ

ばならないと解釈できる，と批判されていた２０）。そこで，資産の計上は原

則的には法的所有権に従うけれど，資産の法的所有者と経済的所有者が異

なる場合にのみ，後者の貸借対照表に計上することをはっきりさせるため

に２１），連邦議会で上記の文言に変更された。

　税務上は，租税通則法（Abgabenordnung，以下 AOと略記する）第３９条

が次のように定めている。「⑴経済財は所有者に帰属しなければならない。

⑵第１項と相違して，次の規定が適用される：１．所有者とは異なる者が，

彼が通常の場合一般的な利用期間に渡って所有者を経済財への影響から排

除しうるという方法で，その経済財を実際に支配するのであれば，その経

済財は彼に帰属させられなければならない。（第２号―中田による省略）」

と。新商法典は内容的に税法の規定と一致し，商法典と税法の接近が図ら

れた。

⑷　評価単位の形成

　新商法典第２５４条に評価単位の形成に関する規定が初めて置かれた。企業

は相場リスクにさらされている基礎取引（Grundgeschäfte）からの損失を

回避するために，しばしば，反対方向の価値変動またはキャッシュ・フ

ローを示す取引（保護取引（Sicherungsgeschäfte），いわゆるヘッジ取引）
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１９）　Bundesregierung, a.a.O., S. ６.
２０）　例えば，Ficher, Bettina, Auswirkungen eines eigenständigen steuerlichen 
Gewinnermittlungsrechts, Hamburg, ２００９, S. ２５.

２１）　Deutscher Bundestag, Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses, 
BT-Drucksache １６/１２４０７, ２００９, S. １０９.



を利用する。基礎取引と保護取引は経済的に互いに補完して全体を形成し

ているとみなされるので，それから生じるチャンスとリスクはすでに今日

の実務において，貸借対照表において評価単位として計上されている２２）。

評価単位の形成にあたっては，商法典で定める発生の恐れのある損失引当

金・個別評価原則・不均等原則・調達価値原則が制限される。すなわち，

基礎取引の未実現損失は保護取引の未実現利益と相殺される。未実現損失

が未実現利益より大きい場合には，発生の恐れのある損失引当金が設定さ

れる。

　税務上は２００６年に制定された「濫用による租税形成を阻止するための法

律」（Gesetz zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen vom 

２８. April ２００６）によって，所得税法の中に第５条第１ａ項が挿入された２３）。

それは「財務経済的リスクの防護のために商法会計において形成された評

価単位の結果は，税務上の利益計算にとっても基準となる」と規定してい

る。税法ですでにこのような規定が設けられたこともあり，商法の側では

実務で実施されていたことを法典化する必要に迫られていた。BilMoGに

より，それが実現したのである。このケースでは，商法上の会計処理がそ

のまま税法に適用される。

４．　商法典と税法との間での乖離の拡大・存続

⑴　自己創設無形固定資産の借方計上選択権

　旧商法典第２４８条には「貸借対照表計上禁止」という見出しが付けられ，

その第２項は，有償で取得されなかった無形固定資産に対しては借方項目

は計上されてはならない，と定めていた。BilMoGの政府案では，第２４８条

から第２項の規定が削除される予定であった２４）。すなわち，自己創設無形
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２２）　Bundesregierung, a.a.O., S. ５８.
２３）　Gesetz zur Eindämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen vom ２８. April 
２００６, Bundesgesetzblatt Teil I, Nr. ２７, ２００６, S. １０９５.

２４）　Bundesregierung, a.a.O., S. ７.



固定資産は開発段階で生じた製造原価の大きさで借方計上義務を有するは

ずであった。しかし，連邦議会の法務委員会での審議を経て，借方計上選

択権が与えられた。新商法典第２４８条の見出しが「貸借対照表計上禁止およ

び選択権」と変更され，その第２項も「自己創設無形固定資産は借方項目

として貸借対照表に記載されうる」とされた。これについて，連邦議会の

議決勧告書は「自己創設無形資産は借方計上義務の代わりに，借方計上選

択権とすることで十分である」２５）と述べているにすぎない。新規定により

特許権やノウ・ハウなどは借方に計上することができるが，自己創設無形

資産に明白には直接的に割り当てられえない支出は，借方計上されてはな

らない。例えば，自己創設の商標・出版権・顧客リストなどがこれに該当

する。これらは今後も借方計上が禁止される２６）。

　商法上のこの措置により，年度決算書の情報提供能力が向上すると同時

に，とりわけ革新的企業や新興企業が恩恵を受ける。例えば，薬品産業で

は原価の大部分は新薬の研究・開発の段階で発生する。もし将来，例えば

臨床研究を経て薬品が市場参入を認められることになれば，開発費は自家

製造の無形固定資産，例えば特許権やノウ・ハウの製造原価として借方計

上されうる。それは企業の損益計算に含められるのではないので，利益が

それだけ大きくなる２７）。

　税務貸借対照表上，所得税法第５条第２項によれば，無形の固定資産た

る経済財は，有償で取得された場合にのみ借方項目として計上されなけら

ばならない。有償で取得されなかったものは即時償却しなければならない。

したがって，商事貸借対照表と税務貸借対照表との間で，新たな相違が生

じることとなった。
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２５）　Deutscher Bundestag, a.a.O., S. １１０.
２６）　Ebenda.
２７）　Bundesministerium des Justitz, Wesentliche Änderungen des 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes im Überblick, in: http://www.bmj.bund.de/ 

files/-/３５４２/wesentliche_aenderungen_bilmog.pdf, ２００９, S. ３.



⑵　金融商品の評価

　BilMoGの政府案は第２５３条第１項第３文で，売買目的で取得した金融商

品を時価で評価することを予定していた２８）。これはすべての貸借対照表作

成者に適用されるはずであった。しかし，連邦議会法務委員会において，

現今の金融危機を背景にそれは適切ではないとされ，時価評価は信用機関・

金融サービス機関の商品在高（Handelsbestand）に限られた２９）。しかも，

新商法典の第３４０ｅ条として，「信用機関および金融サービス機関に対する

補足規定」の中に規定が置かれた。

　第３４０ｅ条第３項によれば，金融商品の手許在高は時価からリスク控除額

を差し引いて評価されなければならない。商品在高の時価評価から生じる

価値変動リスクに対するバッファーとして特別項目（「一般的銀行リスクに

対する基金」という名称）を設定し，そこに各事業年度において，少なく

とも商品在高の評価益の１０％を組み入れなければならない。この特別項目

は商品在高の評価損の補償のために，あるいはそれへの組入累計額が商品

在高の過去５年間の評価益の５０％を超える場合にのみ取り崩されうる。

　具体的にいえば，次のようになる。ある銀行が１株あたり１００ユーロの相

場で１０株を購入する。その株式は相場利益を得ることを目的に取得され，

取引日に再び売却されうるものである。貸借対照表日に，その株式の相場

は１株あたり１２５ユーロであった。株式の評価に際し，市場価値（１２５ユー

ロ）からリスク控除額（例えば５ユーロ）を差し引き，総額１，２００ユーロを

貸借対照表に計上しなければならない。銀行にとって，２００ユーロの利益が

生じる。そしてなお，その利益の１０％を負債である特別項目に組み入れな

ければならない３０）。

　税法上，BilMoGにより所得税法第６条第１項に新たに第２ｂ号が挿入さ

れた。それによれば，信用機関および金融サービス機関は売買目的で取得
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２８）　Bundesregierung, a.a.O., S. ６.
２９）　Deutscher Bundestag, a.a.O., S. １１１.
３０）　Bundesministerium des Justitz, a.a.O., S. ４.



した金融商品を，リスク控除額差し引き後の時価で評価しなければならな

い。商法典第３４０ｅ条第３文と同じ内容である。

　このようにみてくると，商法上，一般企業の売買目的有価証券は従来ど

おり時価評価が行われないし，時価評価が行われる信用機関・金融サービ

ス機関の金融商品に関しても同内容の規定が税法に置かれるので，商事貸

借対照表と税務貸借対照表との間で乖離は生じない。

⑶　引当金の評価

　従来，引当金は理性的な商人の判断に従い必要である金額で計上されな

ければならなかった。そして，その基礎になっている債務が利子部分を含

んでいる限りにおいてのみ割り引かれなければならなかった（旧商法典第

２５３条第１項第２文）。この引当金評価に関して，新商法典は二つの大きな

変更をもたらせた。一つは，理性的な商人の判断により必要とされる履行

額の大きさで引当金を計上しなければならなくなった点である（新商法典

第２５３条第１項）。返済額ではなく，履行額である。これにより，将来の価

格上昇・費用上昇も引当金評価にあたり考慮に入れなければならない。こ

れは，年金引当金の場合には賃金や従業員の変動を斟酌することを意味す

る。今まで適用されていた決算日原則が制限される。

　これに関して，法務省が例示しているので見ておこう。ある企業の土地

が化学物質で汚染された。当局がその企業に廃棄物を除去するよう義務を

課したので，企業は即座に経営活動を停止した。それは５年間と予測され

る。貸借対照表日に，投入されるべきパワーショベルの費用は１時間あた

り１００ユーロであった。５年後の時間あたりパワーシャベル代は１２０ユーロ

かかる。旧商法典によれば，引当金の測定は決算日原則に従って，時間あ

たり１００ユーロで行われる。これに対して，新商法典では将来の展開を考慮

に入れなければならないので，１２０ユーロで評価される３１）。
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３１）　Ebenda.



　変更点の二つめは，１年を超える残余期間を有する引当金に対して割引

が強制されることである（新商法典第２５３条第２項第１文，第２文）。割引

計算はドイツ連邦銀行によって公表された過去７年の平均的市場利子率に

基づいて，引当金の残余期間を考慮に入れて実施されなければならない。

老齢援護義務あるいはこれに類する長期的に支払期限が到来する義務に対

する引当金は，一括して，残余期間を１５年と仮定して平均的市場利子率で

割り引かれなければならない。年金引当金に対してこのような簡便的措置

を講じるのは，連邦議会法務委員会の議決勧告書によれば，引当金評価を

容易にし，企業に不必要なコスト負担をかけないためである３２）。

　商法上の新規則が税務貸借対照表にどのような影響を与えるか，吟味し

ていこう。まず，引当金評価にあたって将来の価格上昇・費用上昇を考慮

に入れることは，従来の BFH判決や行政見解に反する。例えば，１９８２年１０

月７日の BFH判決は製品保証引当金について，保証期間の給付に対する

予想されるべき費用上昇を考慮に入れてはならない。引当金の測定にとっ

て基準となるのは貸借対照表日の価格状況である，と述べている３３）。税務

上，この考え方は今後も維持される。したがって，決算日原則に反する商

法上の考え方が，基準性原則を介して税務貸借対照表に影響するのを回避

するために，BilMoGにより所得税法第６条第１項第３ａ号に文字ｆが挿入

された。それは，「（引当金の―中田注）評価にあたり，貸借対照表日の価

値状況が基準となる；将来の価格上昇・費用上昇はこれを考慮に入れては

ならない」と規定している。なお年金引当金に関しては，従来から将来の

俸給・定期金の増大は計算に含めてはならないという規定が存する（所得

税法第６ａ条第３項第２文第１号第４文）。

　割引については，所得税法はすでに独自の規則を有しているので，商法

典の影響を受けない。税法上，１年を超える期間を有する引当金は５．５％と
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３２）　Deutscher Bundestag, a.a.O., S. １１１.
３３）　BFH-Urteil vom ７. １０. １９８２ （IV R ３９/８０）, Bundessteuerbaltt, Teil II, ３３. Jg. 
Nr. ５, １９８３, S. １０４–１０６.



いう固定された利子率で割り引かれなければならない（第６条第１項第３

ａ号文字ｅ）。なお，年金引当金の割引計算にあたっては６％という計算利

子率が用いられなければならない（所得税法第６ａ条第３項第３文）。

　以上みてきたところから，引当金の評価に関して，商事貸借対照表と税

務貸借対照表との間では，①前者は将来の価格上昇・費用上昇を計算に含

めるが，後者は含めない，②前者は平均市場利子率で割引計算を行うが，

後者は５．５％ないし６％という固定利子率を用いるという理由から，乖離が

大きくなると予想される。その乖離は，商法上の年金引当金の方が税法上

のそれよりも大きくなるという形で現れることが予想される。なぜなら，

前者にあっては将来の価格上昇・費用上昇が計算に入れられ，しかも現在

の市場利子率は５.５％ないし６％より小さいからである３４）。

⑷　逆基準性の廃止に伴う商法上の規定の削除

　すでに述べたように，BilMoGにより逆基準性が廃止された。それに伴っ

て以下の商法上の規定（いわゆる開放条項（Öffnungsklausel）など）が削

除された。したがって，それらに関連する税法上の選択権が行使された場

合には，商事貸借対照表と税務貸借対照表との間で新たな差異が生じるこ

ととなる。

　まず，すべての商人に対して適用される規定（第３編「商業帳簿」第１

章）の中の第２４７条第３項（所得税および収益税の目的のために認められて

いる貸方項目，すなわち準備金的性質を有する特別項目），および第２５４条

（税法でのみ認められている減価記入）が削除された。次に，資本会社に

対する補足規定（第２章）に関しては，第２７３条（準備金的性質を有する特

別項目），第２７９条第２項（税法上の減価記入），第２８０条第１項（価額回復

命令），第２８５条第１文第５号（第２５４条，第２８０条第２項，第２７３条の適用に

より受けた損益の影響についての附属説明書への記載）も削除された３５）。
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３４）　Ficher, Bettina, a.a.O., S. ３０.
３５）　Bundesregierung, a.a.O., S. ７５.



　その結果，商法会計の簡便化が図られ，商法上の年度決算書の情報水準

の向上が達成される。なお，逆基準性の廃止は税務貸借対照表へは全く影

響を及ぼさない。

⑸　棚卸資産の評価簡便法

　旧商法典では，棚卸資産の評価簡便法として後入先出法，先入先出法そ

の他の消費順序の方法が認められていた（旧商法典第２５６条第１文）。ここ

にいうその他の方法とは，例えば最高原価先出法，最低原価先出法を指

す３６）。新商法典ではその他の方法が認められなくなり，後入先出法および

先入先出法のみとなった（新商法典第２５６条第１文）３７）。税務上は，後入先

出法（所得税法第６条第１項第２ａ号）および移動平均法（所得税通達 R 

６．８）が許容されており，依然として商法と税法との間で相違が残っている。

⑹　計算限定項目

　費用とみなされる関税・消費税・売上税は，決算日に表示されるべき棚

卸資産に含まれている限り，計算限定項目として借方計上することができ

た（旧商法典第２５０条第１項第２文）。新商法典ではこの規定が削除され，

今後は販売費として処理されることとなる。所得税法はその第５条第５項

第２文で，関税・消費税・売上税の借方計上を義務づけており，商事貸借

対照表と税務貸借対照表との間で乖離が生じることとなった。

⑺　通貨換算

　従来，商法典は通貨換算に関する一般的規定を含んでいなかった。明確

な規則は第３４０ｈ条により，信用機関・金融サービス機関に対してのみ存在

していた。新商法典は一般的規定として第２５６条の後に第２５６ａ条を挿入し
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３６）　Bundesregierung, a.a.O., S. １３５.
３７）　なお，第２５６条第２文では旧商法典と同様に，固定評価法およびグループ評価法
も認められている。



た。これは現行実務を法典化したものである。それによれば，外国通貨で

表示されている資産・負債は決算日の外国為替直物相場で換算されなけれ

ばならない（新商法典第２５６ａ条第１文）。ただし，理由書によれば，通貨

換算から生じる価値変動の商事貸借対照表上での考慮は，実現原則・不均

等原則・調達価値原則を斟酌して判断されなければならない３８）。なお，残

余期間が１年以下の場合には，これらの原則に注意を払う必要はない（新

商法典第２５６ａ条第２文）。

　商法典の考え方は基準性原則に従い，税務貸借対照表にも適用される。

ただし，第２文は税務上の評価上限としての調達価値原則（所得税法第６

条第１項第１号・第２号）に違反するので，税務貸借対照表には引き継が

れないと解釈されている３９）。この点で，商法典と税法との間で乖離が見ら

れる。

４．　商法上の記帳義務免除の税務への影響

　旧商法典第２３８条によれば，すべての商人は帳簿を付け，そこにおいてそ

の商取引および財産状態を正規の簿記の諸原則に従い明らかにすることを

義務づけられていた。しかし，新商法典は，二つの連続した営業年度末に

５００，０００ユーロを超える売上高と５０，０００ユーロを超える年度利益（Jahres- 

überschuss），これら両方を示さない個人商人に対して，記帳・財産目録作

成・年度決算書作成を免除する規定を設けた（新商法典第２４１ａ条）。その

前提として，その個人商人が資本市場指向的でないこと，すなわち取引所

に上場されていないか，組織化された市場への上場申請を行っていないこ

とが必要である。記帳義務免除の規定を利用する個人商人は，所得税法第

５条による利益計算ではなくて，同法第４条による収入余剰計算によって

その税務上の利益を求めることが可能になる。この選択権を行使した場合

には，税務貸借対照表を作成する必要はなくなる。
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３８）　Bundesregierung, a.a.O., S. １３６.
３９）　Dörfer, Oliver/Adrian, Gerrit, a.a.O., S. ６２.



　しかし，税務上も AO第１４１条が記帳義務に関する規定を置いており，こ

れを満たさない限り，商法典第２４１ａ条に該当する個人商人であっても収入

余剰計算を利用することはできない。AOは，暦年の売上高が５００，０００ユー

ロを超えるか，または経済年度の営業利益（Gewinn aus Gewerbebetrieb）

が５０，０００ユーロを超える営業者に対して記帳を義務づけている。新商法典

第２４１ａ条と AO第１４１条との間には次のような違いが見られる。一つは，

税務上の記帳義務は，前記の基準値を超えた年度に始まるのではなくて，

税務署が記帳義務を指示した通知の公示が行われる経済年度の期首から始

まる（AO第１４１条第２項）。第二に，商法上の「年度利益」と税務上の「営

業利益」とは内容が異なる。後者には社員の特別事業財産が含められ，ま

たそこでは特別な調整（控除不能な金融費用など）が行われなければなら

ない。第三に，売上高については AOは暦年を，商法典は経済年度を基準

としている４０）。

　いずれにせよ，AOの条件を満たしていなければいけないものの，新商

法典が一定の個人商人に対して記帳義務を免除したことにより，税務貸借

対照表を作成せずに，収入余剰計算により税務上の利益を求める者が増加

することが予想される４１）。

５．　お　わ　り　に

　BilMoGにより，商法典が大規模に改正された。また，所得税法において

も税務上の利益計算について定めた第５条の規定が変更された。このこと

によって，税務貸借対照表は次のような点で影響を受けた。

　一つは，基準性原則が弱体化したことである。これは一方では税法の側

から，他方では商法典の側から行われた。所得税法の改正にあたり，立法

者の意図は逆基準性原則を廃止することにあったと思われるが，法律の本
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４０）　Dörfer, Oliver/Adrian, Gerrit, a.a.O., S. ６３.
４１）　Herzig, Nobert, Modernisierung des Bilanzrechts und Besteuerung, Der 
Betrieb, Heft ０１/０２ vom １１. １. ２００８, S. ２; Ficher, Bettina, a.a.O., S. ２０.



文は税法上の選択権と商事貸借対照表との結合をはずすものとなっている。

また，商法典においてはその内容を情報機能を重視する IFRSに近づける

ための改革が行われ，税法との間で乖離が新たに生じたり，あるいは依然

として存続している。

　このことにより，多くの中小企業が望んでいる単一貸借対照表への道が

もはや幻想になった。ドイツ会計基準委員会等が実施した中小企業に対す

るアンケート調査では，回答企業の７９％が年度決算書作成の第一義的目標

として税務上の利益計算を挙げている。すなわち，商事貸借対照表と税務

貸借対照表が一体となった単一貸借対照表を希望している４２）。立法者は，

理由書において基準性原則を維持すると述べている。確かにその骨組みは

保たれているが，内容的には税務貸借対照表の商事貸借対照表への依存性

は弱くなった。

　第二に，そもそも税務貸借対照表を作成しない営業者も出てくることで

ある。一定規模以下の個人商人は商法上の記帳義務および貸借対照表・財

産目録の作成を免除された。従来から，AOは一定規模以下の営業者に対

し収入余剰計算により税務上の利益を算出することを認めていたが，彼ら

は商事貸借対照表は作成しなければならなかったので，これと連動して税

務貸借対照表を作成していた。しかし，今後は商事貸借対照表を作成する

必要がなくなるので，税務貸借対照表も作成しないで，収入余剰によって

税務上の利益を計算する個人商人の増加が予想されている。

　このような現状のもとで，ドイツの文献では，商法典に依存しない，独

自の税務上の利益計算が模索されている４３）。また BilMoGの立法者自身も，

独自の税務上の利益計算が必要であるかどうか，分析されなければならな
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４２）　Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee, Ergebnisse einer 
Befragung deutscher mittelstandischer Unternehmen zum Entwurf eines 

internationalen Standards zur Bilanzierung von Small and Medium-sized Entities 

（ED-IFRS for SMEs）, in: http://www.standardsetter.de/drsc/docs/sme_ 
befragung_final_２８０９０７. pdf, ２００７, S. ９f.

４３）　例えば，Ficher, Bettina, a.a.O., S. ６７–６９.



いであろう４４），と述べている。われわれは今後の議論の成り行きに注目し

ていきたい。
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対
照
表
で
計
上
，
税

務
貸
借
対
照
表
で
非
計
上
。

第
５
条
第
５
項
第
２
文

義
務
的
に
借
方
計
算
項
目
の
設

定
。

第
２５
０
条
第
１
項
第
２
文
の
選

択
権
の
削
除
。

第
２５
０
条
第
１
項
第
２
文

関
税
・
消
費
税
・
売
上
税
に
対

す
る
借
方
計
算
項
目
の
設
定
に

つ
い
て
の
選
択
権

借
方
計
算
限

定
項
目

商
法
典
の
税
法
へ
の
適
応
。

貸
借
対
照
表
計
上
補
助
と
い
う

計
上
は
な
い
。
と
い
う
の
は
，

そ
れ
は
経
済
財
で
は
な
い
か
ら
。

第
２６
９
条
の
貸
借
対
照
表
計
上

補
助
の
削
除
。

第
２６
９
条

開
業
お
よ
び
営
業
の
拡
張
の
た

め
の
支
出
を
貸
借
対
照
表
計
上

補
助
と
し
て
借
方
計
上
す
る
と

い
う
選
択
権
。

開
業
費
お
よ

び
営
業
拡
張

費 評
　
価
　
規
　
定

税
務
貸
借
対
照
表
へ
の
影
響

税
務
貸
借
対
照
表

新
商
事
貸
借
対
照
表

旧
商
事
貸
借
対
照
表

内
　
容

商
事
貸
借
対
照
表
と
税
務
貸
借

対
照
表
で
の
異
な
っ
た
評
価
。

将
来
の
価
格
・
費
用
上
昇
を
算

入
す
る
こ
と
は
従
来
，
決
算
日

第
２５
３
条
第
１
項
第
２
文

引
当
金
は
，
理
性
的
な
商
人
の

第
２５
３
条
第
１
項
第
２
文

引
当
金
は
，
理
性
的
な
商
人
の

引
当
金
の
評

価
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原
則
に
照
ら
し
て
認
め
ら
れ
て

い
な
い
（
１９
８２
年
１０
月
７
日
の

B
FH
判
決
 I
V
 R
 ３９
/ ８
０
）。
税

務
貸
借
対
照
表
へ
の
影
響
を
避

け
る
た
め
に
，
第
６
条
第
１
項

第
３
号
に
文
字
ｆ
が
挿
入
さ
れ

た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
，
今
後
も

貸
借
対
照
表
日
の
状
況
が
基
準

で
あ
り
，
将
来
の
価
格
上
昇
は

考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
で

あ
る
。

判
断
に
よ
り
必
要
な
「
履
行

額
」
の
大
き
さ
で
計
上
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
，

将
来
の
価
格
・
費
用
上
昇
も
考

慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

判
断
に
よ
っ
て
必
要
で
あ
る
金

額
の
大
き
さ
で
計
上
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

割
引
命
令
は
一
般
的
に
，
税
務

貸
借
対
照
表
へ
の
適
応
で
あ
る
。

し
か
し
，
利
子
率
が
異
な
っ
て

お
り
，
相
当
な
相
違
が
生
じ
う

る
。

第
６
条
第
１
項
第
３
ａ
号
文
字

ｃ 債
務
の
た
め
の
引
当
金
は

５
．５
％
の
利
子
率
で
割
り
引
か

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
２５
３
条
第
２
項

１
年
以
上
の
期
間
を
有
す
る
引

当
金
は
，
ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
に

よ
っ
て
算
出
さ
れ
た
過
去
７
年

の
平
均
市
場
利
子
率
で
割
り
引

か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
２５
３
条
第
１
項
第
２
文
後
半

引
当
金
は
，
そ
の
基
礎
に
な
っ

て
い
る
債
務
が
利
子
部
分
を
含

む
限
り
に
お
い
て
の
み
，
割
り

引
か
れ
う
る
。

年
金
引
当
金
に
対
す
る
税
務
上

の
価
値
計
上
額
を
商
事
貸
借
対

照
表
に
も
計
上
す
る
こ
と
は
も

は
や
不
可
能
で
あ
る
。
商
法
上

の
価
値
計
上
額
は
恐
ら
く
，
税

法
上
の
そ
れ
を
上
回
る
で
あ
ろ

う
。

税
務
上
は
，
将
来
の
価
格
上
昇

は
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
は
な
ら

な
い
。

年
金
義
務
に
対
す
る
引
当
金
は

６
％
と
い
う
利
子
率
で
割
り
引

か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第

６
ａ
条
第
３
項
第
３
文
）。

第
２５
３
条
第
２
項
第
２
文

引
当
金
評
価
に
あ
た
り
，
将
来

の
賃
金
・
俸
給
上
昇
が
算
入
さ

れ
，
１５
年
と
い
う
仮
定
さ
れ
た

期
間
で
，
ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
に

よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
平
均
的
市

場
利
子
率
を
用
い
て
割
り
引
か

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

年
金
引
当
金
の
評
価
は
保
険
数

理
的
評
価
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

税
務
上
の
引
当
金
価
値
は
，
商

事
貸
借
対
照
表
に
お
い
て
価
値

下
限
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
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商
事
貸
借
対
照
表
と
税
務
貸
借

対
照
表
で
の
一
致
し
た
価
値
計

上
。

第
６
条
第
１
項
第
２
ｂ
号

新
商
法
典
第
３４
０
ｅ
条
第
３
項

第
１
文
に
一
致
す
る
価
値
計
上
。

第
３４
０
ｅ
条
第
３
項
第
１
文

信
用
・
金
融
サ
ー
ビ
ス
機
関
の

売
買
目
的
有
価
証
券
は
，
リ
ス

ク
控
除
額
を
差
し
引
い
て
，
付

さ
れ
る
べ
き
時
価
で
評
価
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

時
価
で
の
金

融
商
品
の
評

価

商
法
典
の
税
法
へ
の
接
近
。
金

融
固
定
資
産
に
つ
い
て
の
み
，

相
違
が
生
じ
う
る
。

第
６
条
第
１
項
第
１
号
第
２
文

一
時
的
な
価
値
減
少
の
場
合
の

よ
り
低
い
部
分
価
値
へ
の
減
価

記
入
禁
止
。

第
２５
３
条
第
３
項
第
４
文

一
時
的
な
価
値
減
少
の
場
合
は
，

法
形
式
に
依
存
せ
ず
，
金
融
固

定
資
産
に
つ
い
て
の
み
選
択
権
。

第
２５
３
条
第
２
項
第
３
文

一
時
的
価
値
減
少
の
場
合
の
計

画
外
減
価
記
入
は
選
択
権
。
た

だ
し
，
資
本
会
社
の
場
合
は
，

金
融
固
定
資
産
に
対
し
て
の
み

選
択
権
（
第
２７
９
条
第
１
項
）

が
与
え
ら
れ
，
そ
れ
以
外
は
減

価
記
入
禁
止
。

固
定
資
産
に

係
る
計
画
外

減
価
記
入

継
続
的
な
価
値
減
少
の
場
合
，

依
然
と
し
て
，
商
事
貸
借
対
照

表
と
税
務
貸
借
対
照
表
と
で
異

な
っ
た
評
価
が
可
能
で
あ
る
。

第
６
条
第
１
項
第
１
号
第
２
文

継
続
的
な
価
値
減
少
の
場
合
，

よ
り
低
い
部
分
価
値
へ
の
減
価

記
入
に
つ
い
て
の
選
択
権
。

第
２５
３
条
第
３
項
第
３
文

継
続
的
な
価
値
減
少
の
場
合
，

減
価
記
入
義
務
。

第
２５
３
条
第
２
項
第
３
文
後
半

継
続
的
な
価
値
減
少
の
場
合
，

強
制
的
な
計
画
外
減
価
記
入
。

一
時
的
価
値
減
少
の
場
合
も
，

継
続
的
価
値
減
少
の
場
合
も
，

依
然
と
し
て
，
商
事
貸
借
対
照

表
と
税
務
貸
借
対
照
表
と
で
異

な
っ
た
評
価
が
可
能
。

第
６
条
第
１
項
第
１
号
第
２
文

一
時
的
価
値
減
少
の
場
合
，
減

価
記
入
禁
止
。
継
続
的
価
値
減

少
の
場
合
，
よ
り
低
い
部
分
価

値
へ
の
減
価
記
入
に
つ
い
て
の

選
択
権
。

第
２５
３
条
第
４
項

一
時
的
価
値
減
少
の
場
合
も
，

継
続
的
価
値
減
少
の
場
合
も
，

よ
り
低
い
付
さ
れ
る
べ
き
価
値

へ
の
減
価
記
入
義
務
。

第
２５
３
条
第
３
項
第
１
文

一
時
的
価
値
減
少
の
場
合
も
，

継
続
的
価
値
減
少
の
場
合
も
，

よ
り
低
い
価
値
へ
の
減
価
記
入

義
務
（
厳
格
な
最
低
価
値
原

則
）。

流
動
資
産
に

係
る
計
画
外

減
価
記
入

商
法
典
の
税
法
へ
の
適
応
。

将
来
の
価
値
変
動
に
基
づ
い
た

第
２５
３
条
第
３
項
第
３
文
の
削
除
。

第
２５
３
条
第
３
項
第
３
文
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減
価
記
入
は
不
可
能
で
あ
る
。

理
性
的
な
商
人
の
判
断
に
よ
る

将
来
の
価
値
変
動
に
基
づ
い
た

減
価
記
入
に
つ
い
て
の
選
択
権
。

商
法
典
の
税
法
へ
の
適
応
。

理
性
的
な
商
人
の
判
断
の
範
囲

で
の
減
価
記
入
は
認
め
ら
れ
て

い
な
い
。

第
２５
３
条
第
４
項
の
削
除
。

第
２５
３
条
第
４
項

固
定
資
産
お
よ
び
流
動
資
産
に

お
い
て
，
理
性
的
な
商
人
の
判

断
の
範
囲
で
減
価
記
入
を
行
う

選
択
権
。
た
だ
し
，
選
択
権
は

資
本
会
社
に
は
適
用
さ
れ
な
い

（
第
２７
９
条
第
１
項
）。

理
性
的
な
商

人
の
判
断
に

よ
る
減
価
記

入

商
法
典
の
税
法
へ
の
適
応
。

し
か
し
税
法
上
，
営
業
権
の
価

額
回
復
命
令
に
つ
い
て
の
例
外

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
，
一
時

的
な
差
異
が
生
じ
う
る
。

第
６
条
第
１
項
第
１
号
第
４
文
，

第
２
号
第
３
文

減
価
記
入
の
理
由
が
な
く
な
っ

た
場
合
，
価
額
回
復
命
令
。

第
２５
３
条
第
５
項
第
１
文

減
価
記
入
の
理
由
が
な
く
な
っ

た
場
合
，
法
形
式
に
関
係
な
く

価
額
回
復
命
令
。

例
外
：
第
２５
３
条
第
２
項
第
２

文 有
償
取
得
の
営
業
権
の
よ
り
低

い
価
値
計
上
は
保
持
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
２５
３
条
第
５
項

第
２５
３
条
第
２
項
第
３
文
，
お

よ
び
第
３
文
ま
た
は
第
４
文
に

よ
る
よ
り
低
い
価
値
計
上
は
，

減
価
記
入
の
理
由
が
も
は
や
存

在
し
な
く
な
っ
た
場
合
で
も
保

持
さ
れ
う
る
（
保
持
選
択
権
）。

第
２８
０
条
第
１
項

資
本
会
社
お
よ
び
一
定
の
人
的

会
社
に
対
す
る
価
額
回
復
命
令
。

価
額
回
復
命

令

第
５
条
第
１
ａ
項
の
基
準
性
を

経
て
税
務
貸
借
対
照
表
に
影
響

を
及
ぼ
す
。

第
５
条
第
１
ａ
項
第
２
文

商
事
貸
借
対
照
表
上
の
結
果
は
，

税
務
上
の
利
益
計
算
に
と
っ
て

も
基
準
と
な
る
。

第
２５
４
条

評
価
単
位
の
形
成
に
お
い
て
，

同
じ
大
き
さ
で
未
実
現
利
益
が

対
応
す
る
場
合
。
未
実
現
損
失

の
考
慮
は
放
棄
さ
れ
う
る
。

評
価
単
位
の

形
成
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商
法
典
の
税
法
へ
の
適
応
。
た

だ
し
，
商
法
上
は
自
己
創
設
の

無
形
固
定
資
産
に
係
る
減
価
記

入
も
製
造
原
価
に
含
め
ら
れ
る

の
に
対
し
，
税
務
上
は
借
方
計

上
禁
止
で
あ
る
点
に
の
み
相
違

が
あ
る
。

第
６
条
に
関
連
し
た
E
St
R
 R
 

６
．３ 製
造
原
価
の
下
限
＝
個
別
原
価

＋
減
価
記
入
を
含
む
変
動
共
通

原
価
。

第
２５
５
条
第
２
項
第
２
文

製
造
原
価
の
下
限
＝
個
別
原
価

＋
変
動
共
通
原
価
＋
固
定
資
産

の
減
価
償
却
費
。

第
２５
５
条
第
２
項

製
造
原
価
の
下
限
＝
個
別
原
価
。

変
動
共
通
原
価
お
よ
び
固
定
資

産
の
減
価
償
却
費
の
算
入
に
つ

い
て
の
選
択
権
。

製
造
原
価
の

下
限

依
然
と
し
て
相
違
が
あ
り
う
る
。

第
６
条
第
１
項
第
２
ａ
号
第
１

文 後
入
先
出
法
お
よ
び
移
動
平
均

法
の
み
が
許
容
さ
れ
た
消
費
順

序
の
方
法
で
あ
る
。

第
２５
６
条
第
１
文

後
入
先
出
法
ま
た
は
先
入
先
出

法
の
み
が
認
め
ら
れ
る
。

第
２５
６
条
第
１
文

後
入
先
出
法
，
先
入
先
出
法
ま

た
は
そ
の
他
の
一
定
の
順
序
が

認
め
ら
れ
る
。

棚
卸
資
産
の

評
価
簡
便
法

（
注
）
本
表
は
，
F
ic
he
r, 
B
et
ti
na
, A
us
w
ir
ku
ng
en
 e
in
es
 e
ig
en
st
än
di
ge
n 
st
eu
er
lic
he
n 
G
ew
in
ne
rm
it
tl
un
gs
re
ch
ts
, H
am
bu
rg
, ２
００
９
, 

S.
 ７１
– ７
５
 を
ベ
ー
ス
に
し
て
，
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。


